
記 者 発 表 資 料 

令和 7 年 12 月 8 日 

宮崎河川国道事務所・  宮崎県県土整備部 

宮崎海岸侵食対策検討委員会 第 18 回技術分科会の開催 

～侵食対策計画の検討について～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

国土交通省と宮崎県は、宮崎海岸（宮崎港北端～一ツ瀬川河口間）の侵食対策を行政・市民・

専門家と三者一体となって進めており、市民の皆さんのご意見を頂く場となる宮崎海岸市民談

義所や宮崎海岸侵食対策検討委員会などを開催し、対策の効果・影響について検証を行い、侵食

対策事業を進めています。（検討体制、検討手段は別添①を参照） 

今回、第 18 回技術分科会では、第 17 回技術分科会・第 25 回委員会の振り返り及び市民談義

所の報告をしたのちに、第 17 回技術分科会・第 25 回委員会の指摘対応と侵食対策計画の検討と

して 1 基目の小突堤の取付部対策及び動物園東エリアの砂浜を回復・安定化させるための対策

や住吉エリアの海岸保全の方向性について、検討を行う予定です。 

■ 宮崎海岸侵食対策検討委員会 第 18 回技術分科会 

 日時：令和 7 年 12 月 22 日（月） 9：00～12：00 

 場所：（本会議）宮崎河川国道事務所 1 階会議室 （別添②参照） 

    （傍聴会場)宮崎河川国道事務所 別館 3 階会議室 （別添②参照） 

侵食対策計画の検討 他 

 

備考：〇本会議については、一般の方も傍聴できます。 

〇一般傍聴者は、先着順による事前申込 20 名までとさせていただきます。 

〇傍聴申込フォーム（別添③）にご記入の上、12/18(木）17 時までにお申込み下さい。 

（申し込み受付開始は、12/11（木）12 時とします。） 

〇なお、申し込み締切後も席に空きがある場合は、傍聴可能な場合がありますので、宮

崎河川国道事務所 海岸課にご連絡願います。 

〇会議資料については、後日、宮崎河川国道事務所 HP に公表します。 

○報道機関の皆様、議事中の撮影は、議事進行の妨げにならないようにお願いします。

また、会議終了後に取材対応時間を設けますので、質問等はその際にお願いします。 

問い合わせ先： 

 〇国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所  TEL：0985-24-8221（代表） 

             技術副所長 田
た

脇
わき

 康
やす

信
のぶ

       海岸課長 山田
や ま だ

 將喜
ま さ き

 

 〇宮崎県 県土整備部 河川課      TEL：0985-26-7186 

             課長補佐  四位
し い

 和久
かずひさ

      計画調査担当主幹 湯川
ゆ か わ

 大介
だいすけ

 

内容： 



別添① 

検討体制：宮崎海岸トライアングル 

 

 

 

検討手段：宮崎海岸ステップアップサイクル 

 

 

 



別添② 

 

 

 

宮崎海岸侵食対策検討委員会 第 18 回技術分科会 

日時：令和 ７年 １2 月 22 日（月） 9：0０～１2：0０  

本会議会場：宮崎河川国道事務所 1 階会議室 

傍聴会場：宮崎河川国道事務所 別館 3 階会議室 

駐車場は、こちらをご利用願います。 

数に限りがあります。公共交通機関の 

ご利用にご協力を御願いします。 

宮崎河川国道事務所 

傍聴会場：別館 3 階会議室 

会場詳細図 

宮崎河川国道事務所 

本会議会場：1 階会議室 



別添③ 

 第 18 回技術分科会 取材・傍聴申込フォーム 

取材・傍聴希望の方は、下記にご記入の上、1２月 1８日（木）1７時までに申込をお願します。 

なお、申し込み受付開始は、1２月１１日（木）の 12 時となります。 

【送付先】 宮崎河川国道事務所メール：qsr-miyaz_kaigan01@mlit.go.jp （海岸課） 

F A X：0985-24-8506（海岸課） 

※報道機関の方は、こちら。 

 

機関名  

  

 

氏 名 

  

  

 

電話番号 

  

  

 

メールアドレス 

 

  

 

※一般傍聴希望の方は、こちら。 

 

氏 名 

  

  

 

住 所 

  

  

 

電話番号 

 

  

 

メールアドレス 

  

  

※個人情報保護について 

・ 今回御記入いただいた個人情報は、宮崎海岸に関する会議･イベント等の御案内以外に使用されるこ

とはございません。 

・ また、本人の承諾を得ることなく第三者に提供することはございません。 


